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アフターコロナ観光需要喚起デジタルコンテンツ（バスコンテンツ）作成業務 

企画提案募集要領 

 

宮城県では，アフターコロナ観光需要喚起デジタルコンテンツ（バスコンテンツ）作成業務（以下「本業

務」という。）について，業務受注者を次のとおり公募します。 

 

１ 業務の目的 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により旅行需要が落ち込み，観光業界は甚大な被害を受けており，

特に貸切バス事業者については，団体旅行の減少に伴い，非常に厳しい経営状況が続いている。 

このことから，コロナ収束後に向けた観光需要喚起策として，バスを用いた「アフターコロナ事業」を

実施するもの。 

なお，本業務の成果物については，観光イベントや物産展等で観光ＰＲに用いるほか，ホームページや

ＳＮＳで発信することを想定している。 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から令和４年２月２８日まで 

 

３ 業務内容 

イ バス旅行に特化した観光ＰＲ映像やＶＲといったデジタルコンテンツを作成すること。 

ロ デジタルコンテンツ作成に関すること 

 （イ） 著作権は発注者に帰属すること。また，映像使用期間を定めないこと。 

 （ロ） 利用条件や利用範囲については，発注者が定めるとともに，随時デジタルコンテンツを利用 

    できること。 

（ハ） 受注者があらかじめ撮影した映像を使用することや，映像を第三者から買い上げて使用する 

   ことは可能であること。 

 （ニ） 映像の画質はＨＤ以上とすること。 

 （ホ） 多言語対応等により，インバウンド誘客にも活用できるようにすること。 

 （ヘ） ランニングコストが通信費等の最低限の費用となるようにすること。 

 ハ エリアについては，仙台・松島エリア，三陸エリア，県南エリア，県北エリアの４つとすること。 

 ニ 仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会で行っている「仙台・宮城観光バスツアー 伊達なバス 

旅（以下，「バス旅」という。）」で催行されているツアー行程を参考にすること。ただし，冬季期間 

については，バス旅が運行していないため，旅行会社等と連携を図ること。 

※ 仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会バス旅ホームページＵＲＬ 

  http://www.sendaimiyagidc.jp/datebus/datebus.php 

 ホ 令和４年２月に宮城県制１５０周年を迎えることから，県内の産業遺産，文化遺産等の観光ス    

ポットも織り込むこと。また，県制１５０周年記念事業で策定される１５０周年記念事業ロゴ（令

和３年１０月下旬頃に決定）も活用すること。 

 ヘ ＳＮＳ等を活用した情報発信を行うこと。また，自社の広報媒体のほか，可能な限り様々な媒体    

を活用した周知に努めること。なお，有料の広報媒体を使用する場合に発生する経費については， 

委託費に含むものとする。 

http://www.sendaimiyagidc.jp/datebus/datebus.php
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ト 作成にあたっては，公益社団法人宮城県バス協会等の関係団体と連携を図ること。 

 

４ 事業費（委託上限額） 

  本業務の契約限度額は８，５８９，９００円（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

 

５ 応募資格 

（１）本業務に応募することができる者は，次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

イ 本業務を適正かつ円滑に履行するに足る能力を有する者であること。 

ロ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の

規定に該当する者でないこと。 

ハ 本業務の募集開始時から企画提案提出時までの間に，宮城県の「物品調達等に係る競争入札の参加

資格制限要領（令和２年４月１日施行）」に掲げる資格制限の要件に該当する者でないこと。 

ニ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定する措置要件に

該当しないこと。 

（２）上記（１）を満たす１事業者を代表とする複数事業者による共同提案による参加も可能とするが，

その場合は全事業者が上記（１）を満たさなければならない。また，県は代表者とのみ委託契約を行

うため，その他の参加者については，代表者との委託契約（宮城県との関係においては再委託に該当）

により業務を行うこと。その場合においては，本業務全体の進行管理及び取りまとめ等は代表者の責

任において行うものとする。 

 

６ スケジュール（予定を含む） 

  令和３年 ９月２４日（金） 企画提案募集開始 

  令和３年 ９月２９日（水） 本業務に関する質問受付期限 

  令和３年１０月 ４日（月） 本業務に関する質問への回答期限   

  令和３年１０月１１日（月） 企画提案参加申込及び企画提案書提出期限 

  令和３年１０月１３日（水） 企画提案書の選考（書類審査） 

  令和３年１０月下旬（予定） 企画提案書審査結果の通知 

   

７ 本業務に関する質問の受付 

（１）受付期限  

令和３年９月２９日（水）正午まで（必着） 

 （２）提出方法 

別紙様式第１号により，１８の「応募，問い合わせ窓口」に電子メールで提出。電話や口頭，受付

期間以外の質問は一切受け付けない。 

 （３）回答方法 

質問に対する回答は，令和３年１０月４日（月）までに宮城県経済商工観光部観光プロモーション推

進室のホームページに掲載する。ただし，質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に

関わるものについては，質問者に対してのみ回答する。 
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８ 企画提案への参加申込 

 （１）提出書類 

  イ 企画提案参加申込書（別紙様式第２号） １部 

  ロ 宣誓書（別紙様式第３号）       １部 

  ハ 同種・類似業務の受託実績（任意様式） １部 

（イ）官民を問わず，これまで実施した代表的な事業が分かる資料を提出すること。 

   （ロ）過去２年以内に国や自治体から受注した代表的な事業があれば併せて提出すること。 

 （２）提出期限  

令和３年１０月１１日（月） 正午まで（必着） 

 （３）提出方法 

  持参又は郵送とする。 

 （４）提 出 先 

  １８の「応募，問い合わせ窓口」 

 

９ 企画提案書の提出 

（１）提出書類 

 企画提案書（任意様式。Ａ４版ヨコ片面印刷。目次と表紙を除き２０ページ以内）１０部 

 なお，上記１０部のうち，公平性の確保及び公正な選考の観点から，７部については，事業者名を 

無記載とする等，参加申込事業者が判別できないようにすること。 

 （２）企画提案書の構成 

  イ デジタルコンテンツ内容 

 ロ 実施体制 

ハ 過去の類似実績内容 

  ニ 参考見積 

（３）提出期限  令和３年１０月１１日（月） 正午まで（必着） 

 （４）提出方法  持参又は郵送とする。 

（５）提 出 先  １８の「応募，問い合わせ窓口」 

 

10 提出された資料の取扱等 

（１）本業務への応募に要する一切の費用は，参加者の負担とする。 

（２）提出する企画提案書は，１者につき１点とする。 

（３）提出された企画提案書は，返却しない。 

（４）企画提案書は，採点及び審査以外には無断で使用しない。 

（５）企画提案書に虚偽の記載をした場合は，選考の結果，業務委託候補者と選定された場合であっても

無効とする。 

（６）提出された企画提案書は，行政文書となるため，情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号）

による開示請求があった場合，個人情報や企業情報などの非開示部分を除き，開示することとなる。 

 

11 受託候補者の選定 

（１）業務委託候補者の選考（書面による選考） 
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県が設置する選定委員会において，１２の評価基準・配点に基づき,提出書類により審査し，各委員

の評価点の平均が満点の６割以上の提案者の中から，最も優れていると判断された企画提案者を本業

務の受託候補者として選定する。 

 （２）選定結果の通知  

選定委員会での審査結果については，令和３年１０月下旬に通知する予定としている。 

 （３）選定結果の公表 

    審査終了後，全ての企画提案者名称および評価点等を公表する。ただし選定された受託候補者以外

は，個別の評価点が特定できないよう配慮する。 

 

12 評価基準・配点 

 （１）独創性，創造性（配点２０点）  

最先端の技術や機能を有している等，従来のデジタルコンテンツと異なる内容か。 

 （２）観光ＰＲ（配点１０点） 

    観光イベントや物産展等での観光ＰＲに適しているか。 

（３）ホームページ，ＳＮＳ活用（配点２０点） 

   ホームページやＳＮＳでの活用に適しているとともに，活用手法の提案に具体性，実現性があるか。 

（４）バス旅行（配点３０点） 

   バス旅行に関する内容のものであり，観光バスの利用促進につながるものとなっているか。 

 （５）実施体制（配点５点） 

    実施体制が整っており，各製作物等の納期が確実と見込めるか。 

（６）過去の類似業務の実績（配点５点） 

過去の類似業務は実績が高いと認められるか。 

 （７）当事業に係る経費（配点１０点） 

    業務に係る費用は効率的であり，ランニングコストが通信費等の最低限の費用となっているか。 

 

13 失格事由等 

（１）次のいずれかに該当する場合は，応募者を失格とする。 

  イ 提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合又は文意が不明である場合 

  ロ 本募集要領等に従っていない場合 

  ハ 企画提案方式による公正な企画提案の執行を妨げた場合 

  ニ 民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反），第９３条（心裡留保），第９４条（虚偽

表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

ホ 発表済の内容と酷似した提案を行った場合 

 （２）その他 

  イ 企画提案書の提出を取り下げる場合は，速やかに取下願（別紙様式第４号）を提出すること。 

  ロ 取下願の提出があった場合も，既に提出された企画提案書は返却しない。 

  ハ 企画提案書の再提出は認めない。 

   

14 業務成果の取扱い 

  本業務による成果品の著作権は発注者に帰属するものとし，また，発注者は，本業務の成果品を自ら使
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用するために必要な範囲において，随時利用できるものとする。 

 

15 機密の保持 

  受注者は，本業務（再委託をした場合を含む。）を通じて知り得た情報を機密情報として扱い，契約の目

的以外に利用し，又は第三者に提供してはならない。また，本業務に関して知り得た情報の漏えい，滅失，

き損の防止，その他適正な管理のために必要な措置を講じること。契約完了後も同様の扱いとする。 

 

16 個人情報の保護 

  受注者は，本業務（再委託をした場合を含む。）を履行する上で個人情報を取り扱う場合は，個人情報保

護条例（平成８年宮城県条例第２７号）を遵守しなければならない。 

 

17 その他必要な事項 

本業務の実施に関して，業務委託候補者の企画提案の内容をそのまま実施することを約束するものでは

なく，県と業務委託候補者との協議の上決定する。また，契約締結後にあっても県の指示により内容変更

を求めることがあるため，その場合は，柔軟かつ迅速に対応すること。 

 

18 応募，問い合わせ窓口 

本業務に関する問い合わせは，本要領の公表後から応募の締切までの間，下記において受け付ける。 

  なお，審査の経過や結果，他の提案者に関する事項，審査に当たり特定の者にのみ有利となる事項等に

ついては回答できない。 

 

 

記 

  〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 宮城県庁行政庁舎 14 階 

  宮城県経済商工観光部観光プロモーション推進室 

  電話番号     ０２２－２１１－２８９５（ダイヤルイン） 

  ファクシミリ番号 ０２２－２１１－２８２９ 

  Ｅ－mail     kanpro1@pref.miyagi.lg.jp 

  担当       誘客推進第一班 


